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救急看護学会設立への歩み

石 本

はじめに

救急看護の発展は、救急医療の歴史に大きく影響され

てきた。救急 医療が戦争との関連で発展 した初期には、

看護婦は医師の全面的な手助けだけでな く、傷病者を慰

め励 ます母親役割 もを期待されたと思える。 しかし、第

二次世界大戦で外傷外科学が、朝鮮戦争か らベ トナム戦

争を経て蘇生医学が発展 したといわれる中で も、看護婦

の役割には格別な変化は記録されなかった。

歴史的にみてわが国の救急医療の前身は、第二次大戦

以前から行なわれていた急病や怪我への対応であろう。

医療制度が不備で国民が十分な医療を受け られなかった

時代には、急病や大怪我で助か らないことも一つの運命

として受け入れる傾向にあり、医療体制や技術 も積極的

な救命の発達を期待されなかった。 しかし、1960年 代に

なって、経済復興に伴 うモータリゼーションの 目覚まし

い発展は、同時に交通事故の多発 をもた らし、この結果

としての 「交通戦争」が皮肉にも救急医療のニーズを高

め、新 しい救急医療の発展がもたらされた。

現在の救急看護はこの過程の中で、ある時は救急医療

に追随し、また時には対峙することで役割 と質を高めな

がら発展 して きたといえる。

筆者が関わってきた救急看護婦の看護学会設立を求め

た四半世紀に近い歴史を振 り返ってみたい。

1.看 護部会の創設まで

1.救 急医療の高度化 ・専門化 と看護

目覚ましい救急医療の発展は、医療制度 と経済の高度

成長に支えられた。その一方では、戦後の人権思想とも

あいまって、「救命」を最優先する対応が、医療のシステ

ム化、高度化、専門化、を発達 させた。救急医療におけ

るEmergency重 視からEmergency&Criticalへ の変化

は、看護の役割にも大 きく影響した。

(1)救	 急告示制度から新救急医療体制へ

まず、交通外傷患者が発生現場に近い医療機関で速や
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かに医療が受けられるように、昭和39(1964)年 に救急

告示制度が生まれた。この 「救急病院の指定等」の救急

告示制度は、一部においてニーズと医療機関の実情が噛

み合わなかったため、患者の 「たらい回し」などが問題

にな り、新制度の構築が必要になった。

(2)初	 期 ・二次 ・三次体制

治療の効率化を図るために患者を病態に応 じて救急隊

員が トリアージして搬送する体制が提唱 され、昭和52

(1977)年 に告示制度と並列して、新制度が設けられた。

その結果、交通外傷だけではな く、疾患による重篤患者

をも含めて、高度専門医療 と集中治療管理が可能 な救命

救急センターを頂点とする救急医療体制が生まれた。

この制度によって、重篤で緊急度の高い患者の全身管

理が救急医療の重要課題となり、必然的に看護婦 に従来

よりも拡大した役割が求め られるようになった。

(3)救 急医学会の設立

救急医療制度の発展は、三次施設を中心に救急医療の

高度化、専門化をもたらした。初期には、治療の緊急性

すなわちEmergencyに 重点を置いて、専門診療科への引

継ぎまでの一時的または応急処置を救急医療 と位置付け

ていたが、継続 して、また診療科を分けないで全身の傷

病を統合 して治療する必要性 と効率性から、救急医師た

ちは新しい救急医療を発展させた。

これらの医師が中心になって昭和48(1973)年 に組織

した日本救急医学会は、その後の救急医療の発展 に大 き

く貢献 した。

付随 して、救急医療におけるプレホスピタルケアの重

要性が指摘され、学会はまず救急隊員部会を傘下に置き、

次いで医療現場での協力者 としての看護婦の育成にも力

を入れた。

①医師による看護婦教育

昭和50(1975)年 代の始めまでは、医師による救急看

護婦教育のプログラムが計画 ・実施されていた。医師の

中には、救急看護の専門性 を早 くか ら認めて看護婦の後
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押 しをしてくれる集団もあったが、多 くは患者管理の必

要性か ら医療への協力を期待するものであった。 

② 「ミニ医師」と評価された救急看護婦

わが国では、看護婦が独自の立場 を主張することは、

必然的に医師対看護婦という対立の構図がイメージされ

やすい。聴診器をぶら下げて、モニタ監視や人工呼吸器

管理に飛び回る看護婦の姿は、他領域の看護婦からみれ

ば極めて特異な、看護婦 らしからぬ存在であ り、少なか

らぬ反発を招いた時期もあった。救急看護婦の中に、医

師の代替業務にのみ興味を持って、看護ケアを軽視する

者がいた事も否定できない。

このような背景の中で、初期の救急看護分野で働 く看

護婦は、看護の世界から異端視 されながらも専門性の獲

得に努力 していた。しか し、当時の看護界 に専 門性の発

想は少なく、また医師の指導の下に積極的に治療に協力

する看護婦の姿勢は、理解されに くかったと思える。

皿.日 本救急医学会看護部会の発足

日本救急医学会の設立は、規模の大きな私的病院や公

立病院が積極的に救急医療に取 り組む契機 ともなった。

必然的に救急医療現場では、単なる診療補助や ミニ医師

と評されたベテラン看護婦ではなく、高度化 ・専門化 し

た医療の共働者として集中治療 ・管理の知識や技術 を備

えた看護婦が必要になってきた。

1.救	 急看護婦の成長

このような救急医療ならびに救急医学の歴史の申で、

救急看護婦には2つ のジレンマがあった0そ れは、医師

からはあ くまで も補助者 として位置付けされる一方で、

他の看護領域か らは、救急看護婦が行なう診療に密着し

たケアや病態を中心にしたケアは、医療に従属するもの

で看護の主体性が少ないと評価されることであった。そ

んな中で、独自の役割、すなわち救急医療独特の初療対

応、院内ICUと は異なる救急ICUに 入室する心身ともに

危機状況に置かれた患者ケアを追求 した。 個 々の施設

で独 自に努力 してきた看護婦たちの全国的な連帯のニ ー

ズとあいまって、救急看護に理解のある医師たちの協力

によって昭和56年 に日本救急医学会に看護部会が設立

された。初期には、運営、特に経済面で医師に依存 しな

がらの発展ではあったが、救急看護婦の拠 り所となり、

救急看護の質の向上には多 くの実 りをもたらした。救急

看護は、救急医学会看護部会(以 下看護部会という)の

創設を境に一つの看護ジャンルとしての道を歩みはじめ

た。

2.救	 急護婦の教育

看護部会の発足によって、それまでは施設単位で医師

によって行なわれていた教育を、まず看護婦が立案 した

カリキュラムにそって全国的に一定 したレベルの教育方

式にする必要があった。看護部会総会における教育講演

やシンポジウム、などを通 して相互に評価 ・啓発 し合い、

新たな方法を模索する中で、基本的なカリキュラムが確

立できた。

部会発足の初期には、理解 し合 うことさえ困難であっ

た他施設の教育上の問題を、施設をこえて話 し合えるよ

うになるなど、看護部会を通 して救急看護発展の基盤が

生まれた。

皿.救 急看護の専門性の追求

1.救	 急看護婦の役割

役割には、大 きく分 けて患者ケアに関わる部分と、看

護婦 自身が専門職業人として成長する部分がある。前者

には、病態を中心 とする身体、精神、社会的側面のケア

があり、救急看護婦が患者のどの側面を重視するかは専

門性追求の過程で微妙に変化 した。後者は、専門職業人

として当然の役割であるが、その成長には看護部会の発

展 と符合するものがある。

(1)患	 者ケアにおける特徴

①Critical病 態への対応を最優先 した時期

救急患者の病態には、未知数が多い、予測を越える事

態の発生頻度が高い、病状の進展が早い、などの特徴が

ある。そこで最優先する治療はcriticalな病態への対応 と

早期の安定を図ることである。 したがって、病態の観察

における看護婦の役割は、不測の事態の推測 ・判断と対

応の次元にまで及んでおり、病態学習は、救急看護婦の

主要な課題でもある。

看護部会発足当初の看護婦の関心 は、もっぱら病態の

学習に集中していた。そこで、救急看護の特性は的確な

病態把握に基づ く看護ケアにあ り、この能力を専門性 と

して、認定する制度を確立することを考えた。

救急看護においては、特有病態の理解 なしには的確な

ケアは困難であることから、その当時の考え方を全面的

に否定はできないし、今日でも大切 な柱である。 しか し、

病態にのみ焦点を当てたケアを続けた看護婦は、患者の

精神的側面を疎かにしているという後ろめたさを背負い

続けた。 しか も、単に病態への対応なら医師の代行とし

ての役割を越えず、学習が深まるほどに本質的な医学的
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基礎教育の差か ら、医師と同等に病態 を理解することの

困難さを実感するという苦い体験 も重ねるようになった。

この時期には救急看護婦 としてのアイデンティティの

確立の難しさが、一定年数を経験 した看護婦の挫折感や

退職につながったり、精神的看護への180度 の転換など

として見 られた。

②病態 と精神的看護の二面性を追求した時期

看護部会の研究の中で、患者ならびに家族の精神的ケ

アに関する演題の占める割合は多い。 しか し、初期の内

容は、看護婦 の働 き掛けの多少が精神的安楽につながっ

たとする自己満足的なものから、米国から導入された危

機理論の当てはめが多かった。

また、身体 と精神の二面性のあるケアをバランス よく

行なうには、優先順位 を的確に判断する知識や経験が必

要であ り、柔軟な思考ので きにくい新人看護婦には困難

であった。そのため中には、重篤な病態の患者に精神面

のみを強調するという本末転倒 も見られた。病態中心の

ケアの反動のように発展 した精神的看護への関心は、一

般の医療社会における 「患者の権利」の主張とあいまっ

て、パターナリズムが強かった救急医療の中における、

インフオーム ドコンセン トやQOLを 中心に据 えた医療

の在 り方へ と視野を広げてきた。すなわち、救急看護に

おける病態対応を、単に診療の補助業務としてではなく、

看護ケアの基盤として、また身体的ケアの充実が精神 ・

心理的支援にも好結果をもたらすとい う心身を統合的に

見る方向へと発展させた。

③患者のQOLに 視点をあてた時期

重篤な疾患によって危機状況に陥った患者においては、

その病状 とその人を取 り巻 く環境 との間で複雑な力関係

の変化が生じていると考 えられる。 したがって、医療対

応の在 り方も、患者を取 り巻 く多様な要素 を考慮 に入れ

る必要がある。要素には以下のようなものがある。

a.患	 者の身体的、精神 ・心理的苦痛(痛 み、不安や

恐怖、などとその程度)

b.家	 族の危機と不安(家 族の動揺や混乱の程度。家

族関係、患者の家族内における位置付けによる社

会的 ・経済的問題の種類 ・程度)

c.病	 態と予後(生 死、治癒の可能性、損傷の程度、

後遺症の範囲)

d.年 令 ・病気前の生活の自立状況

e.発	 症の仕方(事 故、災害、自殺未遂な ど自損事

故)

f.健 康管理 ・価値観

g.既 往疾患の存在 と程度

大阪 大学看 護学雑誌VoL4Nα1(1998)

救命を最優先した時期には、これらの要素が治療決定

に影響することは少なかった。現在でも日本人は、権利

としてDNR(治 療不能 と判断された場合には救命治療 を

拒否する)を 事前に表示する機会はなく、米国のように

尊厳死の権利も認め られていないが、救急医療の中で患

者のQOLに 配慮 し、家族がDNRの 決定に介入する機会

が与えられるようになった。

看護婦も従来は、医師主導の医療環境の中で、患者や

家族の人権を支援する役割 を担うことは少なかったが、

彼らが意思表示 しやすい環境を作ったり、時には代弁者

として医師と意見を闘わせる役割 を引き受けるように

なった。

病態 と精神 ・心理状態、さらに患者の権利 としての

QOLを 加味 した救急医療 ・救急看護の在 り方の追求が、

これからの救急看護婦の役割になってくる。それには的

確な知識 と厳 しい倫理感を伴わなければならないので、

必然的に看護婦の職業人としての在 り方が問われること

になる。

(2)専	 門職業人としての成長

救急看護の発展 を大きく阻んだ問題の一つに、看護婦

のローテーションが挙げ られる。病態の理解 に時間と努

力を要 し、初療外来のように数年の経験がなければ、的

確な対応の困難な特有の看護領域であ りなが ら、専任、

すなわち救急看護 をライフワークとする看護婦を育成で

きない現実があった。

看護部会では、この壁を除き、かつ救急看護に習熟 し

た看護婦の知識と技術 と実践力 を評価する方法 として、

認定制度の設立をめざして10余 年の努力をしてきた。そ

の結果、日本看護協会において認定救急看護師教育が開

始 された。この制度の誕生は、救急看護婦が職業人とし

て成長する牽引力になるであろう。

①認定救急看護師とその役割

a.救 急現場での実践モデルとしての活動

看護婦歴5年 以上、 うち救急看護を3年 以上経験する

中堅看護婦に、6ヵ 月間の研修を課 した上で審査 ・認定

するこの制度は、平成8年10月 に発足 し、すでに30数

名の認定救急看護師を誕生させた。 これらの看護師には、

理想の救急看護婦像の体現として、患者ケアの実践モデ

ルとしての活動 と、後輩看護婦の指導、さらに研究活動

や学会活動など、拡大 した役割 も期待 されている。

b.拡 大 して期待する役割

次のステップは専門看護師であるが、,救急部門でその
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人材が得 られない現状では、認定看護師の役割は必然的

に拡大する。救急看護の質と専門性 を高める役割が日常

業務すべてにおいて求められてお り、特に期待するもの

として以下のものがある。

ロスペシャリティ、サブスペシャリティの開発

役割を広 くカバ ーするだけではなく、救急看護におけ

る特定分野を深めること、例えば精神的看護、安全 ・感

染予防、リハビリテーション、災害看護、後輩教育、な

どの分野で専門性を発揮できる知識や経験を蓄積するこ

とが期待 される。このような学習と研究の積み重ねが、

救急看護の科学的検証 につなが り、救急看護学の構築の

基盤 となる。

口研究と学会活動

専門性 を深める上でも研究活動は欠かせない。本来、

認定看護師レベルでの研究は期待 されていないが、実践

と結びつ く研究は不可欠な活動である。認定看護師が施

設の枠を越えて横のつなが りを持ち、これから社会に門

戸を開放するであろう看護大学の支援 も得なが ら、研究

の質を深めることで救急看護学の発展が期待で きる。そ

の上で看護部会の担い手 として、さらに救急看護学会を

設立する推進役 として成長することを望んでいる。

口施設外の活動

救急看護婦 には施設の外での活動も求め られている。

現実 には市民に対す る心肺蘇生術や救急処置指導を行

なっているが、さらに安全や傷病の発生を予防するため

の啓発活動を行いながら、一般社会人に健康への認識を

深める活動 も必要である。

さらに、災害看護 との連携 も救急看護婦に不可欠の役

割である。災害看護は医療従事者に必須であるが、殊に

急性期の対応は、被害の程度、場の状況、得 られるマン

パワー、など予測の立ちにくい状況の中で柔軟 に、臨機

応変に、時には拡大した役割 も引 き受けていく救急初療

対応 に通 じるものがある。 したがって救急看護婦は、こ

のような役割を期待されていることを自覚 して災害看護

の特性に関する知識 と技術を深めておく必要がある。

②救急看護学会の設立

救急看護発展の歴史において、救急医療に携わる医師

に多 くの支援を得てきたことはすでに述べた。 しかし、

医学会の1部 会としての活動 においては、医療の場で指

示を出す側 と受ける側 という役割の縦関係の影響が学会

活動の場でも避けがたい。同 じ場所で研究発表 を行なう

ことは、相互に啓発 されあう面も多いが、医師依存をい

つまでも続けることは、学会活動や研究への厳 しさに欠

けやすく、救急看護婦の自立を阻む恐れがある。 日本救

急医学会 も3部 会合同の学会から看護婦 と救急隊員の2

部会 を切 り離すことを計画した。米国にも同様の経緯が

あることから、看護部会でもこれを機に真に自立 した学

会設立の気運が高まった。救急看護婦の専門職業人とし

ての活動は、平成10年 か ら始まろうとしている。

おわりに

救急看護は、救急医療の発展に準 じて活動 と役割が作

り出された歴史の浅い看護領域である。そのため初期に

は、他領域の看護婦はもとより、救急看護婦 自らもその

役割に看護婦 としてのアイデンティティを持てないとい

う悩みが大きかった。

救急看護の役割の焦点は、看護婦のこのような背景を

反映 して病態一辺倒から精神的看護への反動、次いでそ

れらを統合 した形で重篤な病態を基盤に置きなが らも患

者のQOLを 重視した、「その人の在 り方」を視野に入れ

たケアへ と変化してきた。そのような歴史の中で、看護

婦 は医師のパターナリズムの下で庇護されかつ支配され

る立場から抜け出て、患者を医療の決定 に関与する 「権

利をもった人」 として、その立場に共感 と支援 を送る視

点を持つことができた。時には患者の仲間として、時に

は代弁者 として質の高い医療の決定に関わるとい う役割

は、医師との軋轢 をさけられないことも想像されるが、

で きれば互いに相い補う役割を認め合って、手を組んで

患者の医療に携わる仲間になれることを願っている。そ

れには、看護婦が患者にQOLの 高い救急医療を提供する

ための知識や技術を持っていることを証明 し、信頼を得

る必要がある。

そのためにも看護婦には専門職業人としての成熟が不

可欠で、救急医療をライフワークとする看護婦が、この

役割を実現 してくれることを期待 して、認定看護師制度

の設立に至った。この制度発足からわずか2年 ではある

が、看護婦が主体性を持った看護を行なう救急医療へ発

展する可能性を予感している。
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